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令和３年度 男女共同参画に関する意識と生活実態調査について（案） 

 

１ 調査の目的 

区民及び区内事業所の男女共同参画及びワーク・ライフ・バランス等について、意識や取組状況

等を把握し、「杉並区男女共同参画行動計画（平成 30 年度～令和３年度）」の改定及び今後の具体

的な施策検討を進めるうえでの基礎資料とすることを目的に実施します。  
  

２ 調査の概要 

 区民 事業所 備考 

調 査 

対 象 

杉並区内在住の 18歳以上の 

区民 

杉並区内の従業員数５人以上の

事業所 

・前回調査 

（平成 28年度） 

と同様 抽出数 4,000人 2,000事業所 

抽 出 

方 法 
住民基本台帳から無作為抽出 

総務省統計局「経済センサス 

基礎調査」から無作為抽出 

調 査 

方 法 

郵送配布・郵送回収 

（督促はがき１回） 

郵送配布・郵送回収 

（督促はがき１回） 

配布数 4,000件 2,000件 

主 な 

調 査 

項 目 

１ あなた自身と家庭 

２ 家庭生活と家族観 

３ 就業状況 

４ ワーク・ライフ・バランス 

（仕事と生活の調和） 

５ 意思決定過程への参画 

６ ＤＶ（ドメスティック・バイオ

レンス） 

７ 男女平等意識 

８ 性的マイノリティ 

９ 杉並区における取組等 

１ 事業所の概要 

２ 女性の活躍状況等 

３ 育児・介護支援制度 

４ ワーク・ライフ・バランス 

（仕事と生活の調和） 

５ 職場のハラスメント 

 

 

 

 

 

・下記３に 

記載のとおり 

一部追加・変更 

  
３ 調査項目の主な変更点等 

（１）前回調査から新たに追加した設問 

①区民調査 

   国の第５次男女共同参画基本計画の「基本的な方針」を踏まえ、女性の就業状況や意思決定過

程への参画に関する意識や考え、男女平等推進センターの取組についての設問を新たに追加しま

した。 

   また、性的マイノリティについては、区政モニターアンケート「性的少数者（性的マイノリテ

ィ）について」（令和２年１月実施）を参考に、継続して調査するため、性的マイノリティに対

する人権侵害の内容や社会全体の理解度に関する設問を追加しました。 
  

追加した設問 内容 

就業状況について 問４－１（Ｐ.３） 女性の働き方について、そう考えた理由 

意思決定過程への 

参画 

問８  （Ｐ.６） 意思決定過程に女性が参画することについての考え 

問９  （Ｐ.６） 政策方針決定過程への女性の参画が少ない理由 

性的マイノリティ 

 

問 18－１（Ｐ.10） どのような人権侵害が起きていると思うか 

問 19   （Ｐ.10） 社会全体の理解は進んでいると思うか 

杉並区における 

取組等 

問 21   （Ｐ.11） 男女平等推進センターが今後、力を入れていく必要があ

ると思うもの 
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  ②事業所調査 

   今後の事業所に対する支援策の参考とするため、前回の設問からさらに詳細な設問を追加しま

した。 

追加した設問 内容 

育児・介護支援 

制度 

問 11－１（Ｐ.６） 「一般事業主行動計画」の達成状況 

問 11－２（Ｐ.６） 「一般事業主行動計画」を達成する上での課題 

問 11－３（Ｐ.７） 「一般事業主行動計画」を策定していない理由 

 

（２）前回調査から削除した設問（※参考資料１・２を参照） 

①区民調査 

   可能な限り設問数を絞り、回答率を高めるため、一般的に定着したと思われる用語に関する設

問や、前回までの調査結果に大きな変化が見られない等の設問は削除しました。 

削除した前回調査の設問 内容 

家庭生活と家族観 問２  （Ｐ.２） 

 

男性が家事、子育て、介護、地域活動に積極的に参加 

するために必要なこと 

問３  （Ｐ.３） 

 

結婚、出産、子育てに対する意識の一部の設問項目を 

削除 

ワーク・ライフ・ 

バランス 

問８  （Ｐ.５） ワーク・ライフ・バランスの言葉の認知度 

問 10  （Ｐ.５） 

 

ワーク・ライフ・バランスのとれた環境づくりのために

区に望むこと 

性的マイノリティ 問 17  （Ｐ.９） 性的マイノリティの言葉の認知度 

 

  ②事業所調査 

   国や東京都等の調査を参考に、質問項目全体を調整しました。 

削除した前回調査の設問 内容 

事業所の概要       （Ｐ.１） 事業所の経営形態 

女性の活躍状況等 問２  （Ｐ.２） 女性の管理職を増やすために必要な取組 

問３  （Ｐ.３） ポジティブ・アクションの認知度 

問６  （Ｐ.４） ポジティブ・アクションの推進に関して行政に望むこと 

育児・介護支援 

制度 

問９－２（Ｐ.６） 介護休業取得者の男女別人数 

問 10② （Ｐ.６） 看護休暇制度の対象者 

ワーク・ライフ・ 

バランス 

問 20  （Ｐ.９） ワーク・ライフ・バランスの推進にあたり、行政に期待 

する支援策 

 

（３）その他の変更点 

・国や東京都等の調査を参考に、設問や選択肢の整理、修正を行いました。また、文言等につい

ては、より分かりやすい表現に改めました。 

・説明文やデータについては、全て最新の情報に更新しました。 

 

４ 調査スケジュール（予定） 

  令和３年６月  調査の実施 

令和３年７月  調査結果速報まとめ（引き続き、クロス集計及び分析を実施） 

令和３年９月  調査報告書まとめ 


